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令和２年第２回定例会　令和２年度補正予算などを可決令和２年第２回定例会　令和２年度補正予算などを可決
　第２回定例会が、６月４日から６月１２日までの９日間の会期で開催され、常任委員会
による議案審査、さらには２人の一般質問を行い、下表のとおり全議案を議決して閉会し
ました。

第２回定例会　提出議案等の審議結果

議案番号等 議　案　名　等 審議結果

報 告 第 7 号 専決処分の承認を求めることについて（笠間市税条例の一部を改正する条例） 原案承認 ★

諮 問 第 1 号 人権擁護委員候補者の推薦に意見を求めることについて 原案同意 ★

諮 問 第 2 号 人権擁護委員候補者の推薦に意見を求めることについて 原案同意 ★

議案第 41 号 笠間市教育委員会委員の任命に同意を求めることについて 原案同意 ★

議案第 42 号 笠間市等公平委員会委員の選任に同意を求めることについて 原案同意 ★

議案第 43 号 笠間市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 44 号 笠間市の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条
例について 原案可決

議案第 45 号 笠間市職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 46 号 笠間市介護保険条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 47 号 笠間市国民健康保険税条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 48 号 笠間市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

議案第 49 号 笠間市立地適正化計画における建築等の届出等に関する条例について 原案可決

議案第 50 号 市道路線の廃止及び認定について 原案可決

議案第 51 号 工事請負契約の締結について（防災行政無線デジタル化整備工事） 原案可決

議案第 52 号 工事請負契約の締結について（橋梁上部工事（仮称北山橋）） 原案可決

議案第 53 号 動産購入契約の締結について（はしご付消防自動車購入） 原案可決

議案第 54 号 損害賠償の額を定めることについて 原案可決

議案第 55 号 令和２年度笠間市一般会計補正予算（第４号） 原案可決

議案第 56 号 令和２年度笠間市立病院事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第 57 号 令和２年度笠間市水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

議案第 58 号 令和２年度笠間市公共下水道事業会計補正予算（第１号） 原案可決

陳 情 2‐1 号 国に対し、「刑事訴訟法の再審規定（再審法）の改正を求める意見書」の提出を求める
陳情書 継続審査

議 員 提 出
議 案 第 1 号 笠間市議会政務活動費の交付に関する条例の一部を改正する条例について 原案可決

★は 6/4、その他は 6/12 議決　　

議会のポイント（裏表紙へ）

６月４日

開会
提案理由説明

６月８日

議案質疑・
委員会付託

６月９日・１０日
常任委員会審査

16 議案の審査

６月１１日
一般質問

２人



  賛否一覧／議案紹介
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賛否が分かれた議案（賛成　○　　反対　●　　欠席　欠　　※「－」　議長は採決に加わりません。）
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議案第 47 号 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －
議案第 49 号 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ －
議員提出
議案第 1号 可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ －

議案紹介　このような議案を審議しました！　主な議案を紹介します。

議案第４９号　笠間市立地適正化計画における

　　　　　　　建築等の届出等に関する条例について

　この条例は、都市再生特別措置法に基づく
笠間市立地適正化計画が令和 2年 3月に策
定され、これらに基づく届出制度が 10月か
ら開始となることから、届出に関する必要な
事項について定めるものです。

　届出の対象となるのは、
　　・一定規模以上の住宅
　　　（居住誘導区域外、準居住誘導区域外）
　　・�誘導施設（都市機能誘導区域外）
　の開発、建築行為と
　　・�誘導施設の休廃止（都市機能誘導区域

内）

となっているため、一般の戸建て住宅はこれ
までどおり届出の必要はありません。

　笠間市立地適正化計画は、市HP（https://www.
ci ty .kasama. lg . jp/data/doc/1589510984_
doc_78_0.pdf）でご覧になれます。また広報かさまの
連載「まちづくりナビ」でも詳しく解説されています。
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各種誘導区域図【全体図】 

全国市議会議長会　及び　茨城県市議会議長会表彰 
それぞれの議長会から一定年数在職された議員が表彰を受けましたのでご紹介します。

※各議長会の表彰規程により、合併前の町議会の期間は 1 期 4 年を 2 分の 1 として在職期間に通算されます。

在職２５年以上　　石﨑　勝三

在職１５年以上　　西山　　猛

在職１５年以上　　大貫　千尋

在職１５年以上　　藤枝　　浩

一定規模以上の住宅、誘導施設とは？

・�一定規模以上の住宅には「3戸以上の住宅」、「1,000 ㎡以
上の 1～ 2戸の住宅」が該当し、有料老人ホームなどの住
宅も含みます。
・�誘導施設には医療、商業、金融などの生活利便施設が該当
します。


